広告契約書

本広告契約書（以下「本契約」という。）は、●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）との間で、甲が運営する媒体において乙の広告を掲載する業務に関し、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
本契約は、甲が管理運営するウェブサイト、アプリ、SNSその他の媒体（以下「本媒体」という。）において、乙の広告（以下「本広告」という。）を掲載することに関し、甲乙間の権利義務を定めることを目的とする。

第2条（定義）
本契約における用語の定義は、次のとおりとする。
1. 「広告掲載期間」とは、本広告を本媒体に掲載する期間をいう。
2. 「広告素材」とは、乙が甲に提供する画像、動画、文章、リンクその他広告に使用される一切のデータをいう。
3. 「広告メニュー」とは、広告枠、表示方法、掲載位置、掲載期間、料金等を内容とする甲が提供する広告商品をいう。

第3条（広告掲載内容及び掲載方法）
1. 甲は、乙が選択した広告メニューに基づき、本広告を本媒体に掲載する。
2. 甲は、掲載位置・デザイン・表示順等を適宜調整できるものとし、乙はこれに異議を述べない。
3. 甲は、媒体運営上の必要やシステム上の都合により本広告の表示が変動する場合があることを乙に説明し、乙はこれを承諾する。

第4条（広告素材の提出・確認）
1. 乙は、甲が指定する形式・仕様・期限で広告素材を提出するものとする。
2. 甲は、広告素材が本契約に反する場合、または技術的に掲載が困難な場合には、その修正または差替えを乙に求めることができる。
3. 広告素材の制作責任は乙にあり、甲は広告素材の内容の真実性、合法性、正確性について一切保証しない。

第5条（広告掲載の拒否・停止）
甲は、次の各号のいずれかに該当すると判断する場合には、本広告の掲載を拒否し、または掲載後であっても停止できるものとする。
1. 広告素材が法令、公序良俗または第三者の権利を侵害するおそれがある場合
2. 甲の媒体の信用または名誉を損なうおそれがある場合
3. 虚偽、誤認を与える表現その他不適切な内容が含まれる場合
4. 広告メニューの仕様変更や媒体運用上の理由により掲載が困難となった場合
5. その他甲が不適切と判断する合理的な事由がある場合

第6条（広告料金および支払方法）
1. 乙は、広告メニューに定める料金（以下「広告料金」という。）を、甲が指定する方法および期限に従い支払うものとする。
2. 広告料金は、理由の如何を問わず返金されない。ただし、甲の責めにより広告掲載が全く行われなかった場合には、甲乙協議のうえ対応を定める。
3. 乙が支払期限を過ぎても広告料金を支払わない場合、甲は掲載の停止その他必要な措置をとることができる。

第7条（成果の保証の否認）
甲は、本広告の掲載により、乙の売上、集客、認知度向上その他の成果が得られることを一切保証しない。

第8条（広告掲載期間）
広告掲載期間は、広告メニューに定める期間とし、甲乙の合意により延長または変更できる。

第9条（知的財産権）
1. 広告素材に関する知的財産権は乙に帰属する。ただし、甲は広告掲載のために必要な範囲で広告素材を使用できる。
2. 本媒体に関する知的財産権は甲に帰属し、乙は甲の権利を侵害してはならない。

第10条（免責事項）
甲は、以下の事由により本広告が表示されない、または遅延等が生じた場合であっても、一切責任を負わない。
1. システム障害、通信回線の不具合等による掲載不可
2. 乙の広告素材の不備による表示不良
3. 天災地変、停電、火災等の不可抗力
4. 媒体仕様の変更または第三者サービスの停止
5. その他甲の合理的な管理を超える事由

第11条（秘密保持）
甲乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏えいせず、契約終了後も同様とする。

第12条（個人情報の取り扱い）
甲乙は、本広告の掲載に関連して取得した個人情報を、関連法令および甲乙の定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱う。

第13条（損害賠償）
甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、当該当事者は通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、特別損害、逸失利益は賠償の対象外とする。

第14条（契約期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から広告掲載終了までとする。

第15条（契約の解除）
甲乙は、相手方が本契約に重大な違反をし、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合、契約を解除できる。

第16条（反社会的勢力の排除）
甲乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても関係しないことを保証する。

第17条（協議事項）
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙協議のうえ解決を図る。

第18条（準拠法・管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名欄
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名・押印のうえ、各1通を保有する。

●年●月●日

【甲】
住所：
名称：●●株式会社
代表者名：

【乙】
住所：
名称：●●株式会社
代表者名：

